
会 計 年 度 任 用 職 員 制 度 に つ い て  

 

質 問 者  村  山  正  利  

 

令 和 ２ 年 ４ 月 か ら 地 方 公 務 員 法 に 定 め ら れ  

た 会 計 年 度 任 用 職 員 制 度 が 導 入 さ れ る 。私 は 、

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 議 会 に お い て 、 「 瑞 穂 町 の

人 事 管 理 に つ い て 」 と 題 し た 一 般 質 問 で 、 臨

時 職 員 や 嘱 託 員 は 、 瑞 穂 町 行 政 の 重 要 な 担 い

手 で あ る と 、 本 件 に つ い て 質 問 を し た と こ ろ

で あ る 。 そ こ で 、 導 入 に 当 た り 次 の 点 に つ い

て 、 町 長 の 所 見 を 伺 う 。 ① 導 入 の 経 緯 や 新 た

な 課 題 は あ っ た か 。 ② ４ 月 か ら の 任 用 予 定 者

は 。 ③ 制 度 前 と の 財 政 負 担 と そ の 対 応 は 。  


